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裏面

委任状は申請者と

口座名義人が違う

場合に記入・押印

してください

申請者 口座名義人

氏名・住所は被保険

者証と同じ内容で記

入してください。連絡

先の電話番号も記入

してください。

振込先口座を記入し

てください。
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（右づめ）

被保険者名で申請し

てください。
（ただし，亡くなった人では

申請できません）
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被保険者　・・・倉敷太郎

成年後見人・・・岡山一郎の場合

●申請者名

　申請者名欄には，被保険者の氏名ではなく，後見人の氏名を自署（自署以外の場合は，記名，押印

　及び顔写真入りの身分証明書の写しの添付）してください。

　例）申請者名：倉敷太郎　成年後見人　岡山一郎

●振込口座

　後見人名義の口座を記入してください。（原則，被保険者本人名義の口座は受付できません。）ただ

　し，後見人自身の口座では受付できません。

　例）　○・・・　口座名義人：倉敷太郎　成年後見人　岡山一郎

　　　　×・・・　口座名義人：岡山一郎

●添付書類

　成年後見人であることを証する書類が必要です。下記①②のいずれかの提出をお願いします。（いず

　れも写しで構いません。）

①  後見開始の審判書及び確定証明書（※１）

②  登記事項証明書（※２）

※１確定証明書は審判書を受けとってから，２週間が経過し，即時抗告の申立てがないときに請求でき

　ます。請求先は，審判を受けた家庭裁判所になります。

※２登記事項証明書は法務局で取得できます。窓口で請求する場合は，岡山地方法務局本局に，郵送請

　求の場合は，東京法務局後見登録課へ請求を行います。（倉敷支局では取り扱っていません。）

●その他

・法人が成年後見人の場合で，申請者若しくは口座名義人又はその両方が担当者の場合，担当者への委

　任状も別途必要です。

・保佐人，補助人の場合も基本的には成年後見人と同様です。ただし，保佐人・補助人の場合は，権限

　の範囲がそれぞれのケースによって異なります。高額サービス費等支給申請・受領が権限の範囲に含

　まれているかをご確認ください。ご不明な場合は介護保険課給付係（℡４２６－３３４３）までお問

　い合わせください。

成年後見人が選任されている場合の注意点


